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第５次島根県立図書館運営方針及び活動計画の基本的な考え方について 

 

１ 計画策定の理由 

目指す図書館像を示す「人づくり、地域づくりに資する知の拠点を目指し

て－島根県立図書館運営方針及び活動計画」（第４次）」（2019 年度～2023 年

度）の計画期間が終了するため、令和６年度から向こう５年間の図書館サー

ビスの基本的な考え方や施策の方向性を定めた第５次計画を策定する。 

 

２ 第５次計画の方向性 

  ○本計画は、図書館法第 7 条の２に基づく「図書館の設置及び運営上の望 

ましい基準」（平成 24 年 12 月 19 日文部科学省告示第 172 号）で示され 

た基本的運営方針及び事業計画に相当するものとして、県立図書館が策  

       定する。 

   ○第４次計画に掲げた基本理念を踏襲しつつ取り組む方向性を示すものだ  

       が、社会状況の変化等に対応するため、必要に応じて見直しを図る。  

○目標の達成状況を把握し、計画の評価を行うため、成果指標を設定して 

進行管理を行うとともに、島根県立図書館協議会で検証、評価し、改善  

する。 

   ○県教育委員会が今年度策定を予定している「第５次島根県子ども読書活 

推進計画」と連携した計画とする。 

 

３ 基本理念（継続） 

   第４次計画を踏襲し、以下のとおりとする。 

県民一人ひとりが個性を発揮し社会の一員として自立する「人づくり」と   

    心豊かに暮らせる活力ある「地域づくり」に資する「知の拠点」 

 

４ ４つの目標 

   （1）県内の図書館との連携と協力を推進します 

   （2）県民や地域の課題解決に役立つサービスを提供します  

   （3）子どもの読書活動を推進します 

   （4）知の拠点として調査・研究を支援します  
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５ 策定スケジュール 

令和５年８月 10 日    第１回県立図書館協議会 

（第４次計画の総括、第５次計画の方向性） 

    ８月中旬～ ９月      アンケート調査（県民、市町村図書館） 

    10 月中旬～11 月      第２回県立図書館協議会（素案の検討） 

     12 月中旬         パブリックコメント 

     ２月中旬          第３回県立図書館協議会（最終案の検討） 

    ３月下旬        教育委員会会議議決、計画の公表 

    

 

【参考】 

策定経緯 

   平成 15 年５月 島根県立図書館振興計画（第１次）  （県教育委員会） 

   平成 21 年３月     〃      （第２次）  （  〃   ）  

   平成 26 年６月     〃      （第３次）  （ 県立図書館 ） 

   平成 31 年３月 島根県立図書館運営方針 

及び活動計画（第４次）    （ 県立図書館 ） 

            


